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南陽市農業委員会委員総会会議録 

 

南陽市農業委員会会長 髙 橋 善 一 は、南陽市農業委員会委員総会を 

令和８年３月１７日午後２時３０分南陽市役所議会全員協議会室に招集した。 

 

1.招 集 委 員 １４名 

 

2.出 席 委 員 １４名にしてその氏名は次のとおり 

 １番 髙橋 善一 ２番 竹田 壮芳 ３番 安達 芳紀 

 ４番 佐藤 文好 ５番 松田 繁徳 ６番 浅野 厚司 

 ７番 錦 礼子 ８番 菊地 直子 ９番 山岸 誠 

 10番 倉田 健三 11番 村越 竜仁 12番 朝倉 善則 

 13番 黒澤 ちよ子 14番 渡沢 寿   

       

  

3.出席事務局職員 南陽市農業委員会 事 務 局 長 山内 美穂 

 同      上 事務局長補佐 小川 正樹 

 同      上 農 地 係 長 嶋貫 信一郎 

  

4.付 議 事 件 日程第 1  会議録署名委員の指名について 

 日程第 2  会期の決定について 

 日程第 3  諸般の報告について 

 日程第 4 報第４号 南陽市認定農業者の認定について 

 日程第 5 報第５号 青年等就農計画の認定について 

 日程第 6 報第６号 農地法第１８条第６項の規定による通知の

報告について 

 日程第 7 議第１０号 農地法第３条の規定による許可申請に対す

る許可の可否について 

 日程第 8 議第１１号 非農地証明願に対する可否について 

 日程第 9 議第１２号 南陽市農用地利用集積等促進計画案に対す

る意見決定について 

 日程第 10 議第１３号 南陽市農業委員会農地利用最適化推進委員

の委嘱について 

 日程第 11 承第１号 事務局職員の任免について 
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5.会 議 の 要 領 

議長（髙橋会長） 

（開会：ときに午後２時３０分） 

令和８年３月１１日付け南農委告示第４号をもって招集いたしま

した、南陽市農業委員会 委員総会を開会いたします。 

ただ今出席されている委員は、１４名であります。 

よって、過半数の出席を得ており、会議規則第７条の規定により会

議が成立しますので、ただちに会議を開きます。 

本日の会議は、お手元に配付しております議事日程によって進めま

す。 

 

議長（髙橋会長） それでは、日程第１「会議録署名委員の指名」を行います。会議録

署名委員は、会議規則第４０条の規定により議長が指名いたします。 

２番 竹田壮芳委員、３番 安達芳紀委員の２名を指名いたします。 

 

 会議録署名委員 ２番 竹田 壮芳 委員 

  ３番 安達 芳紀 委員 

    

議長（髙橋会長） 日程第２「会期の決定について」を議題といたします。 

会期は、本日１日限りとすることにご異議ございませんか。 

 

 ………異議なしの声……… 

議長（髙橋会長） 異議なしと認めます。よって、本委員会 委員総会の会期は、本日

１日限りと決しました。 

 

議長（髙橋会長） 日程第３「諸般の報告について」は、別紙諸般の報告書によってご

了承願います。 

 

議長（髙橋会長） 日程第４ 報第４号「南陽市認定農業者の認定について」を上程い

たします。 

 提案理由の説明を事務局長にいたさせます。 

 

山内事務局長 ただ今上程されました、報第４号「南陽市認定農業者の認定につい

て」の提案理由を申し上げます。 

 本案は、１ページから３ページについて、令和８年２月１７日付け

農第１４４１号で、南陽市長から本委員会に対し、令和８年３月１日

付けで１件、３月３１日付けで２件を認定農業者として認定、及び令

和８年２月１７日付けで２件を計画変更した旨の通知がありました

ので、ご報告するものであります。 

また、南陽市とその他の市町等をまたいで農業を経営するような広

域認定の場合は県の認定となるため、５ページのとおり、令和８年２

月１３日付け農経第７３４号で、山形県から南陽市長に対し、１件を

認定農業者として認定した旨の通知がありました。それを受けて４ペ

ージになりますが、令和８年２月１７日付け農第１４４７号で南陽市

長から本委員会に対し、報告があったものであります。 

以上、ご報告いたします。 

議長（髙橋会長） ただ今の報告に対して、質疑ございませんか。 
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 ………なしの声……… 

議長（髙橋会長） 「なし」の声がありますので、報第４号は了承いただいたものと認

めます。 

 

議長（髙橋会長） 日程第５ 報第５号「青年等就農計画の認定について」を上程いた

します。 

 提案理由の説明を事務局長にいたさせます。 

 

山内事務局長 ただいま上程されました、報第５号「青年等就農計画の認定につい

て」の提案理由を申し上げます。 

 本案は、令和８年２月２０日付け農第１４４５号で、南陽市長から

本委員会に対し、青年等就農計画２件について、認定した旨の通知が

ありましたので、ご報告するものであります。 

 

議長（髙橋会長） ただいまの報告に対して、質疑ございませんか。 

 

 ………なしの声……… 

議長（髙橋会長） 「なし」の声がありますので、報第５号は了承いただいたものと認

めます。 

 

議長（髙橋会長）  次に、日程第６ 報第６号「農地法第１８条第６項の規定による通

知の報告について」を上程いたします。 

提案理由の説明を事務局長にいたさせます。 

 

山内事務局長  ただ今上程されました、報第６号「農地法第１８条第６項の規定に

よる通知の報告について」の提案理由を申し上げます。 

 本案は、農地法第１８条第６項の規定により、本委員会に対し賃貸

借の合意解約が成立した旨の通知が２件ありましたので、ご報告する

ものであります。 

 

議長（髙橋会長） ただ今、事務局長より説明がありましたが、農地係長の補足説明を

求めます。 

 

嶋貫農地係長 ただ今、提案されました、報第６号について、ご説明申し上げます。 

議案書は９ページになります。 

１番につきましては、▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■さんの賃

貸借契約 ▲▲字▲▲ 外１筆の田 合計２，１９７㎡を中間管理事

業を利用するため、合意解約するものです。 

２番につきましては、▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■さんの賃

貸借契約 ▲▲字▲▲の田 １，２１１㎡を中間管理事業を利用する

ため、合意解約するものです。 

 

議長（髙橋会長） ただ今の報告に対して、質疑ございませんか。 

 

 ………なしの声……… 
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議長（髙橋会長） 「なし」の声が有りますので、報第６号は了承いただいたものと認

めます。 

 

議長（髙橋会長） 次に、日程第７ 議第１０号「農地法第３条の規定による許可申請

に対する許可の可否について」を上程いたします。 

 提案理由の説明を事務局長にいたさせます。 

 

山内事務局長 ただ今上程されました、議第１０号「農地法第３条の規定による許

可申請に対する許可の可否について」の提案理由を申し上げます。 

 本案は、農地法第３条の規定により、本委員会に対し賃借権設定４

件の許可申請がありましたので提案するものであります。 

 農地法第３条第２項各号の規定に基づきご審議のうえ、許可の可否

を決定くださるようお願い申し上げます。 

 

議長（髙橋会長） ただ今、事務局長から提案理由の説明がありましたが、農地係長の

補足説明を求めます。 

 

嶋貫農地係長 ただ今、提案されました、議第１０号について、ご説明申し上げま

す。 

議案書は１０ページになります。 

賃借権設定の申請となります。 

１番につきましては、▲▲の被相続人■■■■さんの法定相続人■

■■■さんと▲▲の■■■■さんとの間で設定するもので ▲▲字▲

▲ 外２筆の畑と農業用施設  合計２，３７０㎡について、新規の

３年で、毎年１１月３０日支払、金納となっております。 

２番につきましては、▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■さんとの

間で設定するもので ▲▲字▲▲の畑 ２，９６０㎡について、新規

の３年で、毎年１１月３０日支払、金納となっております。 

３番につきましては、▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■さんとの

間で設定するもので ▲▲字▲▲ 外５筆の畑 合計２，１４４㎡に

ついて、新規の１０年で、毎年１１月３０日支払、金納となっており

ます。 

４番につきましては、▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■さんとの

間で設定するもので、▲▲字▲▲ 外２筆の田が２，３３４㎡、畑が

３５３㎡ 合計２，６８７㎡について、新規の１年で、毎年１１月３

０日支払、金納となっております。 

 

議長（髙橋会長） ここで、現地調査について担当委員より報告をお願いします。 

 はじめに、議第１０号 １番、２番の現地調査について、１２番 朝

倉善則委員より、報告をお願いします。 

 

１２番 

朝倉善則委員 

農地法第３条に基づき、本日午前中に現地調査をしてまいりまし

た。申請地はすべて耕作されており、周辺農地への影響はないことを

確認してきました。以上です。 
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議長（髙橋会長） 次に、３番の現地調査について、５番 松田繁徳委員より、報告を

お願いします。 

 

５番 

松田繁徳委員 

調査日は令和８年３月１３日です。申請地はすべて耕作され、周辺

農地への影響はないことを確認しております。以上です。 

 

議長（髙橋会長） 次に、４番の現地調査について、土屋孝推進委員より、調査してい

ただいておりますので、事務局より報告をお願いします。 

 

嶋貫農地係長 

 

申請地すべてにつきまして耕作されており、周辺の農地に影響がな

いことを確認いただいております。以上です。 

 

議長（髙橋会長） お諮りいたします。 

 これより審議に入りますが、一括して審議することにご異議ござい

ませんか。 

 

 ………異議なしの声……… 

議長（髙橋会長） 異議なしと認めます。 

それでは、一括して審議いたします。 

本案件について、質疑、意見を求めます。 

 質疑、意見はございませんか。 

 

 ………なしの声……… 

議長（髙橋会長） 「なし」の声がありますので、質疑、意見を終結いたします。 

本案件について、表決いたします。 

お諮りいたします。ただいまの案件について、申請のとおり許可す

ることが妥当と認める委員は、挙手をお願いいたします。 

 

 ………全員挙手……… 

議長（髙橋会長） 妥当と認める委員が全員と認めます。 

 よって、本案件については、申請のとおり許可することに決しまし

た。 

 

議長（髙橋会長） 次に、日程第８ 議第１１号「非農地証明願に対する可否について」

を上程いたします。 

 提案理由の説明を事務局長にいたさせます。 

 

山内事務局長 ただ今上程されました、議第１１号「非農地証明願に対する可否に

ついて」の提案理由を申し上げます。 

 本案は、農地法第２条に規定する農地に該当しない旨の証明の願い

出が本委員会に対し１件ありましたので、提案するものであります。 

 事実を確認のうえ、証明の可否を決定くださるようお願い申し上げ

ます。 
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議長（髙橋会長）  ただ今、事務局長から提案理由の説明がありましたが、農地係長の

補足説明を求めます。 

 

嶋貫農地係長 ただいま提案されました、議第１１号につきまして、ご説明します。 

 議案書１１ページをご覧ください。 

 １番につきましては、▲▲の■■■■さんから願出があったもので、

▲▲字▲▲ 外１筆 登記地目が畑 合計７１０㎡が、平成１３年耕

作せず山林化して、現在に至るものです。 

耕作出来る状態に回復するのが困難なため、証明できるものと判断

できます。 

 

議長（髙橋会長） 次に、現地調査について、鈴木 博徳 推進委員より、調査していた

だいておりますので、事務局より報告をお願いします。 

 

事務局 

 

３月１６日に鈴木博徳委員より電話で報告をいただいております。

申請地は山林化していることを現地確認してきたと報告をいただい

ております。以上です。 

 

議長（髙橋会長） これより、本案件について審議に入ります。 

 質疑、意見を求めます。 

質疑、意見はございませんか。 

 

 ………なしの声……… 

議長（髙橋会長） 「なし」の声がありますので、質疑、意見を終結いたします。本案

件について表決いたします。 

お諮りいたします。ただいまの案件について、願い出のとおり証明

することが妥当と認める委員は、挙手をお願いいたします。 

 

 ………全員挙手……… 

議長（髙橋会長） 妥当と認める委員が、全員と認めます。 

 よって、本案件については、願い出のとおり証明することに決しま

した。 

 

議長（髙橋会長）  次に、日程第９ 議第１２号「南陽市農用地利用集積等促進計画案

に対する意見決定について」を上程いたします。 

 提案理由の説明を事務局長にいたさせます。 
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山内事務局長 ただいま上程されました、議第１２号「南陽市農用地利用集積等促

進計画案に対する意見決定について」の提案理由を申し上げます。 

 本案は、令和８年３月１０日付け農第１５５６号で、南陽市長から

本委員会に対し、農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３

項の規定により、使用貸借権１件、賃借権設定１３件、所有権移転２

件の、合計１６件に関する農用地利用集積等促進計画案について意見

を求められましたので、提案するものであります。 

 ご審議のうえ、意見を決定くださるようお願い申し上げます。 

 

議長（髙橋会長） ただいま、事務局長より説明がありましたが、事務局長補佐の補足

説明を求めます。 

 

小川事務局長補佐 ただ今提案されました、議第１２号について、ご説明を申し上げま

す。 

議案書は１２ページから１７ページまでとなっております。１４ペ

ージをお開きください。使用貸借権及び賃借権設定となります。 

１番については、▲▲の■■■■さんの▲▲字▲▲の「畑」外７筆の

合計６，６０６．６３㎡を、▲▲の■■■■さんへ使用貸借権設定す

るもので、契約期間は R8.5.30から R13.11.30まで、賃料は 0円とな

っております。 

２番については、▲▲の■■■■さんの▲▲字▲▲の「田」外７筆の

合計１０，４９２㎡を、▲▲の■■■■さんへ、▲▲の「畑」外１１筆

の合計６，３９１㎡を、▲▲の■■■■さんへ、▲▲の「畑」外１筆の

合計３６０㎡を、▲▲の■■■■さんへ賃借権設定するもので、契約

期間は R8.5.30から R13.11.30まで、賃料収受回数は６回、賃料、年

間賃料は記載のとおりとなっております。 

以下、１５ページの３番から１６ページの１４番までも同様に、貸

付者から中間管理機構を介して、借受者に貸借権を設定するものにな

ります。 

時間の制約もありますので、詳細説明については省略させていただ

きます。ご了承ください。 

 次に、１７ページをご覧ください。所有権の移転となります。 

１番については、▲▲字▲▲の「畑」外１筆９９７㎡を、▲▲の■

■■■さんから▲▲の■■■■さんへ所有権を移転するもので、移転

の時期は公告の日、支払いは口座振替となっております。 

２番については、▲▲字▲▲の「田」外１筆４，５６４㎡を、▲▲

の■■■■さんから▲▲の■■■■さんへ所有権を移転するもので、

移転の時期は公告の日、支払いは口座振替となっております。 

 

議長（髙橋会長）  お諮りいたします。 

この案件については、「農業委員会等に関する法律」第３１条の規

定に基づく議事参与の制限に該当する委員が２名おりますので、分割

して審議したいと思います。 

これに、ご異議ございませんか。 

 

 ………なしの声……… 
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議長（髙橋会長） 異議なしと認めます。よって本案件は、分割して審議することに決

しました。 

 

議長（髙橋会長） それでは、始めに、議案書１５ページの賃借権設定の２番について、

審議いたします。 

 ここで、８番 菊地直子委員の退席を求めます。 

 

 ………菊地直子委員退席……… 

議長（髙橋会長） これより、本案件について審議に入ります。 

本案件について、質疑、意見を求めます。 

質疑、意見はございませんか。 

 

 ………なしの声……… 

議長（髙橋会長） 「なし」の声がありますので、質疑、意見を終結いたします。 

本案件について、表決いたします。 

  お諮りいたします。ただいまの案件について、計画のとおり決定す

ることが妥当と認める委員は、挙手をお願いいたします。 

 

 ………全員挙手……… 

議長（髙橋会長） 妥当と認める委員が全員と認めます。 

 よって、本案については、計画のとおり決定することが妥当である

旨の意見を付することに決しました。 

 

議長（髙橋会長） ここで、８番 菊地直子委員の復席を求めます。 

 

 ………菊地直子委員復席……… 

議長（髙橋会長） 次に、議案書１５ページの賃借権設定の７番について、審議いたし

ます。 

 ここで、１４番 渡沢寿委員の退席を求めます。 

 

 ………渡沢寿委員退席……… 

議長（髙橋会長） これより、本案件について審議に入ります。 

本案件について、質疑、意見を求めます。 

質疑、意見はございませんか。 

 

 ………なしの声……… 

議長（髙橋会長） 「なし」の声がありますので、質疑、意見を終結いたします。 

本案件について、表決いたします。 

  お諮りいたします。ただいまの案件について、計画のとおり決定す

ることが妥当と認める委員は、挙手をお願いいたします。 

 

 ………全員挙手……… 
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議長（髙橋会長） 妥当と認める委員が全員と認めます。 

 よって、本案については、計画のとおり決定することが妥当である

旨の意見を付することに決しました。 

 

議長（髙橋会長） ここで、１４番 渡沢寿委員の復席を求めます。 

 

 ………渡沢寿委員復席……… 

議長（髙橋会長） 次に、議案書１４ページの使用貸借権設定から、１７ページの所有

権移転まで、議事参与案件２件を除く１４件について、審議いたしま

す。 

お諮りいたします。 

 これより審議に入りますが、一括して審議することにご異議ござい

ませんか。 

 

 ………異議なしの声……… 

議長（髙橋会長）  異議なしと認めます。 

それでは、一括して審議いたします。 

１４ページの使用貸借権設定から、１７ページの所有権移転設定ま

で、議事参与案件２件を除く１４件について、質疑、意見を求めます。 

 質疑、意見はございませんか。 

 

 ………なしの声……… 

議長（髙橋会長） 「なし」の声がありますので、質疑、意見を終結いたします。 

本案件について、表決いたします。 

  お諮りいたします。ただいまの使用貸借権設定から所有権移転ま

で、議事参与案件２件を除く１４案件について、計画のとおり決定す

ることが妥当と認める委員は、挙手をお願いいたします。 

 

 ………全員挙手……… 

議長（髙橋会長） 妥当と認める委員が全員と認めます。 

 よって、本案については、計画のとおり決定することが妥当である

旨の意見を付することに決しました。 

 

議長（髙橋会長）   次に日程第１０ 議第１３号「南陽市農業委員会農地利用最適化推

進委員の委嘱について」を上程いたします。 

 提案理由の説明を事務局長にいたさせます。 
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山内事務局長  ただいま上程されました、議第１３号「南陽市農業委員会農地利用

最適化推進委員の委嘱について」の提案理由を申し上げます。 

本案は、欠員となっていた沖郷地区の農地利用最適化推進委員につ

いて、農業委員会等に関する法律第１７条第１項の規定及び南陽市農

業委員会の農地利用最適化推進委員選任規程第８条により、委員会総

会で決定するものであります。 

ご審議のうえ委嘱について決定下さいますようお願い申し上げま

す。 

 

議長（髙橋会長） ただいま、事務局長より説明がありましたが、事務局長補佐の補足

説明を求めます。 

 

小川事務局長補佐 ただいま提案されました、議第１３号についてご説明を申し上げま

す。 

議案書１８ページ及び１９ページをご覧ください。  

農地利用最適化推進委員については、このたび沖郷地区の委員が１

月３１日付けで辞任したことに伴い、後任について２月２日から２７

日まで公募した結果、１名の応募がありました。 

よって、南陽市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会設置規程

に基づく推進委員候補者評価委員会を開催し、審査の結果、農地利用

最適化推進委員として委嘱するに適任と認定されましたので議案と

して提案するものございます。担当地区は右欄に記載のとおりです。 

 

議長（髙橋会長） これより審議に入ります。 

本案件について、質疑、意見を求めます。 

質疑、意見ございませんか。 

 

 ………なしの声……… 

議長（髙橋会長） 「なし」の声がありますので、質疑を終結いたします。 

本案件について、表決いたします。 

お諮りいたします。 

ただいまの案件について、委嘱することが妥当と認める委員は、挙

手願います。 

 

 ………全員挙手……… 

議長（髙橋会長） 全員と認めます。 

よって、本案は、委嘱することに決定しました。 

 

議長（髙橋会長） 次に、日程第１１ 承第１号「事務局職員の任免について」を上程

いたします。 

 ここで、事務局長以外の職員の退席を求めます。 

 

 ………事務局職員退席……… 

議長（髙橋会長） 提案理由の説明を事務局長にいたさせます。 
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山内事務局長 ただいま上程されました、承第１号「事務局職員の任免について」

の提案理由を申し上げます。 

 事務局職員の任免につきましては、農業委員会等に関する法律第２

６条第３項で、農業委員会が任免すると規定されております。 

 このことから委員会の承認を求めるものでございます。 

 なお、職員への内示につきましては、明日１８日の午前１０時とな

っておりますので、それまでの取り扱いについては、ご配慮を賜りた

いと存じます。 

 内容につきましては、会長より申し上げます。 

 

議長（髙橋会長） それでは、私より申し上げます。 

 本日、市長より内示がございました。 

 結果につきましては、別紙のとおりです。 

 

議長（髙橋会長） ただいまの報告に対して、質疑・意見はございませんか。 

 

 ………なしの声……… 

議長（髙橋会長） 「なし」の声が有りますので、承第１号は承認いただいたものと認

めます。 

 

議長（髙橋会長） ここで、事務局職員の復席を求めます。 

 

 ………事務局職員復席……… 

議長（髙橋会長）  以上をもちまして、本日提案されました議題は、すべて終了いたし

ました。 

 よって、令和８年３月１１日付け南農委告示第４号をもって招集い

たしました南陽市農業委員会 委員総会を閉会いたします。 

（閉会：ときに午後３時） 

 

 


